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れておりますので、一つ一つ審議をしてしま

うと、どうしてもこういう形になるような気

がするというふうな感じであったなというふ

うに思います。 

○鈴木良雄議長 17番、蒲生吉夫議員。 

○１７番 蒲生吉夫議員 すると継続になった決

定的な理由というのは、いろいろ項目は挙げ

ましたが、全体としてみれば、質疑が各項目

において終了するまでに質疑ならなかったと、

こういうふうなことなんでしょうかね。そこ

はどうですか。 

○鈴木良雄議長 町田産業・建設常任委員長。 

○町田義昭産業・建設常任委員長 いやいや、議

論は十分にさせていただいたと思います。Ｗ

ＴＯにしても、食料問題にしても、たっぷり

時間を費やしたと思いますので、その点は誤

解のないようにお願いしたいと思います。 

○鈴木良雄議長 ほかにご質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

＋ ＋○鈴木良雄議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

  これより採決を行います。 

  それでは、日程第６、議案第70号から、日程

第９、請願第15号までの以上４件について、

討論の通告がありませんので、討論を終結し、

順次採決いたします。 

  まず、日程第６、議案第70号、長井市誘致企

業基金条例の一部を改正する条例の制定につ

いての１件について、産業・建設委員長の報

告は原案可決であります。 

  産業・建設委員長報告のとおり決するに、ご

異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木良雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第70号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

  次に、日程第７、請願第13号、ＷＴＯ農業交

渉および東アジア各国とのＦＴＡ交渉に関す

る請願についての１件について、産業・建設

委員長の報告は継続審査であります。 

  産業・建設委員長報告のとおり決するに、賛

成の議員の起立を求めます。 

   （起立多数） 

○鈴木良雄議長 起立多数であります。 

  よって、請願第13号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

  次に、日程第８、請願第14号、「食料・農

業・農村基本計画」見直しに関する請願につ

いての１件について、産業・建設委員長の報

告は継続審査であります。 

  産業・建設委員長報告のとおり決するに、賛

成の議員の起立を求めます。 

   （起立多数） 

○鈴木良雄議長 起立多数であります。 

  よって、請願第14号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 

  次に、日程第９、請願第15号、市道７４号

「森線」・２３９号「森ヶ沢線」の道路拡幅

整備についての１件について、産業・建設委

員長の報告は採択であります。 

  産業・建設委員長報告のとおり決するに、ご

異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木良雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、請願第15号は、産業・建設委員長報

告のとおり決定いたしました。 
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○鈴木良雄議長 次に、予算特別委員会の審査の

報告を求めます。 

  大沼 久委員長。 

   （大沼 久予算特別委員長登壇） 

○大沼 久予算特別委員長 今定例会において、
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予算特別委員会に付託になりました議案第74

号、平成16年度長井市一般会計補正予算第８

号を初め、特別会計補正予算３件、水道事業

会計補正予算１件の合計５議案につきまして、

審査いたしました経過と結果についてご報告

を申し上げます。 

  予算特別委員会は、会議日程に従い、去る12

月20日に開催し、審査が行われたところであ

ります。 

  審査に当たっては、各補正予算の概要につい

て担当課長より説明を受けた後、４名の委員

の総括質疑が行われ、終了後に細部審査が行

われたところあります。 

  その詳細につきましては、議長を除く全員で

構成する委員会審査でありますので、ここで

再び審査の状況、経過などについて述べるこ

とを省略させていただき、後刻会議録により

ご承知おきくださいますようお願いを申し上

げます。したがって、審査の結果のみご報告

を申し上げます。 ＋
  議案第74号、平成16年度長井市一般会計補正

予算第８号については、起立多数で原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

  次に、議案第75号、平成16年度長井市公共下

水道事業特別会計補正予算第１号、議案第76

号、平成16年度長井市介護保険特別会計補正

予算第１号、議案第77号、平成16年度長井市

訪問看護事業特別会計補正予算第２号、議案

第78号、平成16年度長井市水道事業会計補正

予算第３号の４件につきましては、いずれも

起立全員をもって、原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

  以上が、審査の結果でありますが、当局にお

かれましては、審査の過程で委員各位より出

されました質疑等について十分に意を用いら

れ、事務の執行に当たられるよう申し上げ、

予算特別委員会の審査の報告を終わります。 

○鈴木良雄議長 委員長の報告が終わりました。 

  ただいまの報告に対しご質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木良雄議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

  これより採決を行います。 

  まず、日程第10、議案第74号、平成16年度長

井市一般会計補正予算第８号の１件について、

討論の通告がありますので、発言を許可いた

します。 

  議席番号15番、藤原民夫議員。 

   （藤原民夫議員登壇） 

○１５番 藤原民夫議員 私は、議案第74号、平

成16年度長井市一般会計補正予算第８号に反

対する立場で討論を行うものであります。 

  反対する内容は、第２表の債務負担行為補正

の長井市緑が丘斎場火葬業務等委託料800万円

についてであります。斎場業務をシルバー人

材センターへ委託することの問題点について

は、既にきょう欠席でありますが、髙橋孝夫

議員から明らかにしておりますが、私は火葬

場の全面民間委託、炉前業務も炉裏業務、つ

まり炉の運転管理でありますが、それもすべ

て民間に委託することへの問題点を指摘した

いと思うのであります。 

  告別式や葬儀は、するかしないかを含めて判

断するのは、残された遺族の判断によるもの

であると思うのであります。しかし、火葬だ

けは、だれでもが避けて通れない死の過程で

あるものであります。せめてそれだけはとい

うふうに思うのであります。長い間、我が長

井市の一員として貢献され、苦楽をともにさ

れたその人のいまわの別れに際して、行政と

して心を手向ける、そうした心遣いが必要で

はないのかと思うのであります。何でも経費

削減と称して他人任せにしてしまう殺伐とし

た別れではなくて、焼けた骨を集骨した遺族

に対して、お疲れになりませんようになどと

声をかけるさりげない気配りのできる職員を
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配置できないものかと、心から念じるもので

あります。 

  また、あわせて、職員には死という厳粛な別

れにふさわしい制服や制帽をせめて支給すべ

きではないかという意見も申し添えまして、

反対討論といたします。 

○鈴木良雄議長 以上で、通告による討論が終わ

りました。 

  これより採決いたします。 

  予算特別委員長の報告は、議案第74号は、原

案可決であります。 

  予算特別委員長報告のとおり決するに、賛成

の議員の起立を求めます。 

   （起立多数） 

○鈴木良雄議長 起立多数であります。 

  よって、議案第74号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

＋ ＋

  次に、日程第11、議案第75号、平成16年度長

井市公共下水道事業特別会計補正予算第１号

から、日程第13、議案第77号、平成16年度長

井市訪問看護事業特別会計補正予算第２号ま

での、以上３件について、討論の通告があり

ませんので、討論を終結し、一括して採決い

たします。 

  予算特別委員長の報告は、いずれも原案可決

であります。 

  予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

○鈴木良雄議長 起立全員であります。 

  よって、議案第75号、議案第76号、議案第77

号の以上３件は、予算特別委員長報告のとお

り決定いたしました。 

  次に、日程第14、議案第78号、平成16年度長

井市水道事業会計補正予算第３号の１件につ

いて、討論の通告がありませんので、討論を

終結し、採決いたします。 

  予算特別委員長の報告は、議案第78号は、原

案可決であります。 

  予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

○鈴木良雄議長 起立全員であります。 

  よって、議案第78号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

  ここでお諮りいたします。 

  これより上程いたします議案は、委員会付託

を省略し、全員でご審査願いたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○鈴木良雄議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、そのように決定いたしました。 

 

 

  日程第１５ 諮問第５号 人権擁護 

  委員の推薦につき意見を求めること 

  について 

 

 

○鈴木良雄議長 それでは、日程第15、諮問第５

号、人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについての１件を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  目黒栄樹市長。 

○目黒栄樹市長 諮問第５号、人権擁護委員の推

薦につき意見を求めることについてご説明を

申し上げます。 

  本件は、平成17年２月28日をもって任期満了

となります徳雄氏を改めて推薦いたすため、

ご提案申し上げるものでございます。よろし

くご同意賜りますようお願いを申し上げます。 

○鈴木良雄議長 提案者の説明が終わりました。 

  本案は人事案件でありますので、質疑、討論

は省略し、直ちに採決いたします。 

  それでは、諮問第５号の１件について、原案

に同意することに賛成の議員の起立を求めま
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